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韓国におけるパブリシティ権の保護（二・完）　
 

論　
　
　

説韓
国
に
お
け
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
保
護
（
二
・
完
）　

─
─
二
〇
二
一
年
不
正
競
争
防
止
法
の
改
正
を
中
心
に
─
─

申
　
　
　
　
　
賢
　
　
哲

第
一
章　

は
じ
め
に

第
二
章　

下
級
審
裁
判
例
の
紹
介
及
び
分
析

　

第
一
節　

下
級
審
裁
判
例
の
紹
介

　

第
二
節　

下
級
審
裁
判
例
の
分
析

第
三
章　
『
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
事
件
』
大
法
院
決
定
の
紹
介

　

第
一
節　

不
正
競
争
防
止
法
の
一
般
条
項

　

第
二
節　
『
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
事
件
』
大
法
院
決
定
の
紹
介
（
以
上
、
七
二
巻
一
号
）

第
四
章　

肖
像
等
冒
用
行
為
規
定
の
分
析

　

第
一
節　

序
論

　

第
二
節　

肖
像
等
冒
用
行
為
規
定
の
適
用
要
件

　

第
三
節　

肖
像
等
冒
用
行
為
規
定
の
適
用
範
囲

第
五
章　

お
わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）
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論　　　説

第
四
章　

肖
像
等
冒
用
行
為
規
定
の
分
析

第
一
節　

序
論

　

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
韓
国
で
は
、
流
動
的
な
下
級
審
裁
判
例
が
続
く
中
で
、
明
文
の
根
拠
規
定
の
要
請
に
関
す
る
社
会
的
コ

ン
セ
ン
サ
ス
が
醸
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
た
だ
、
韓
国
不
競
法
で
は
、
既
に
投
資
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
成
果
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
す
る
こ

と
を
規
制
す
る
た
め
に
一
般
条
項
の
運
用
が
行
わ
れ
て
お
り
、
一
般
条
項
は
、
技
術
の
発
展
と
社
会
の
変
化
に
よ
り
、
既
存
の
知
的
財

産
法
体
系
で
は
十
分
な
保
護
が
受
け
ら
れ
な
い
知
的
財
産
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
一
般
条
項
が
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ

権
の
保
護
の
根
拠
規
定
に
な
り
得
る
か
に
関
す
る
議
論
が
続
い
て
い
た
。『
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
事
件
』
大
法
院
決
定
（
以
下
、「
本
件

決
定
」
と
い
う
。）
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
保
護
に
つ
い
て
一
般
条
項
の
適
用
を
認
め
た
最
初
の
大
法
院
の
判
断
で
あ
り
、
一
般
条

項
が
そ
の
根
拠
規
定
で
あ
る
と
す
る
多
数
の
肯
定
説
を
裏
付
け
る
形
で
、
一
般
条
項
の
存
在
意
義
を
明
確
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

学
説
の
多
く
は
、
不
競
法
が
権
利
付
与
法
で
は
な
く
、
行
為
規
制
法
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
本
件
決
定
は
一
般
条
項
を
根
拠
に
、

パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
有
す
る
有
名
人
に
対
し
て
、
物
権
類
似
の
独
占
排
他
権
的
財
産
権
で
は
な
く
、
不
公
正
な
商
慣
行
か
ら
の
保
護
を

与
え
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
に
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
法
的
性
質
を
、
財
産
権
の
中
で
不
競
法

に
よ
り
保
護
さ
れ
る
「
広
い
意
味
の
財
産
権
」
と
解
す
る
考
え
方
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
決
定
で
は
、
財
産
権
説
と
し
て

の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

肖
像
等
冒
用
行
為
規
定
の
新
設
は
、
近
年
人
格
権
説
に
基
づ
く
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
保
護
の
流
れ
の
中
で
、
社
会
的
に
告
知
す
る
こ

と
な
く
、
財
産
権
と
し
て
の
性
質
が
強
い
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
救
済
措
置
と
し
て
強
力
な
制
裁
手
段
で
あ
る
差
止
請
求
権
の
行
使
を
認

め
る
こ
と
に
対
し
て
、
本
来
自
由
に
行
え
る
は
ず
の
領
域
の
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
懸
念
を
、
立
法
と
い
う
形
で
一
定
程
度
解

（
52
）

（
53
）

（
54
）

（
55
）
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韓国におけるパブリシティ権の保護（二・完）　

消
さ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
有
名
人
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
保
護
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
物
権
法
定
主

義
の
違
反
を
理
由
と
し
た
財
産
権
説
へ
の
批
判
論
は
一
層
説
得
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

　

改
正
規
定
は
、
一
般
条
項
と
比
較
し
、
保
護
対
象
の
部
分
の
み
が
異
な
り
、
改
正
の
検
討
報
告
書
も
、
一
般
条
項
の
特
別
条
項
と
し

て
分
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
節
で
は
、
一
般
条
項
そ
の
も
の
の
適
用
要
件
に
関
す
る
分
析
は
拙

稿
に
委
ね
る
こ
と
に
し
て
、
改
正
規
定
に
関
す
る
内
容
を
中
心
に
検
討
す
る
。

第
二
節　

肖
像
等
冒
用
行
為
規
定
の
適
用
要
件

一　

肖
像
等
冒
用
行
為
規
定
の
概
要

　

韓
国
不
競
法
二
条
一
号
（
一
二
）
は
、
以
下
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
以
下
で
は
、
同
規
定
に
該
当
す
る
行
為
を
「
肖
像
等
冒
用
行

為
」
と
称
す
る
。

・
不
競
法
二
条
一
号
（
一
二
）

　

国
内
に
広
く
認
識
さ
れ
て
経
済
的
価
値
を
有
す
る
他
人
の
氏
名
、
肖
像
、
音
声
、
署
名
等
そ
の
他
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
表

示
を
公
正
な
商
取
引
や
競
争
秩
序
に
反
す
る
方
法
で
、
自
身
の
営
業
の
た
め
に
無
断
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
人
の
経
済
的
利
益

を
侵
害
す
る
行
為

　

同
規
定
の
検
討
報
告
書
は
、
そ
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
、「
有
名
人
の
肖
像
・
氏
名
等
を
不
正
に
使
用
す
る
行
為
は
、（
一
般
条
項
を

含
め
て
）
個
別
不
正
競
争
行
為
に
該
当
す
る
か
が
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、（『
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
事
件
』
大
法
院
決
定
は
一
般
条
項

（
56
）

（
57
）
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論　　　説

の
適
用
を
認
め
て
い
る
）。
…
…
大
法
院
決
定
は
、
当
該
事
件
に
の
み
拘
束
力
を
有
す
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
今
後
類
似
事
案
で
同
一

の
判
断
が
な
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
側
面
が
あ
る
た
め
、
改
正
案
は
、
有
名
人
の
肖
像
・
氏
名
等
の
無
断
使
用
行
為
を
不
正
競
争
行
為

と
し
て
明
記
し
、
法
適
用
の
明
確
性
や
統
一
性
を
確
保
し
法
的
安
定
性
や
予
測
可
能
性
を
高
め
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
括
弧
筆
者
）。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
改
正
規
定
は
本
件
決
定
を
受
け
て
立
法
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
肖
像
等
冒
用
行
為
規
定
の
侵

害
行
為
に
対
し
て
は
、
そ
の
救
済
措
置
と
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
の
み
な
ら
ず
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
韓
国
不
競
法
第
四
条
、

第
五
条
）。

　

以
下
で
は
、
一
般
条
項
の
適
用
要
件
に
関
す
る
解
釈
に
言
及
し
な
が
ら
、
改
正
規
定
の
適
用
要
件
を
分
析
す
る
。

二　

肖
像
等
冒
用
行
為
規
定
の
適
用
要
件

　

本
件
決
定
に
適
用
さ
れ
た
一
般
条
項
は
、
柔
軟
性
を
有
す
る
規
定
で
あ
る
た
め
、
そ
の
新
設
当
初
か
ら
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
の

議
論
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
近
年
立
て
続
け
に
大
法
院
判
決
が
下
さ
れ
て
、
一
般
条
項
の
適
用
に
つ
い
て
予
測
可
能
性
が
高
め

ら
れ
つ
つ
あ
る
。
本
件
決
定
も
そ
の
延
長
線
上
の
判
断
で
あ
る
。

　

改
正
規
定
の
文
言
を
要
件
ご
と
に
分
け
る
と
、「
国
内
に
広
く
認
識
さ
れ
て
経
済
的
価
値
を
有
す
る
他
人
の
氏
名
、
肖
像
、
音
声
、

署
名
等
そ
の
他
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
表
示
」（
以
下
、「
識
別
表
示
」
と
い
う
。）
を
「
要
件
①
」
に
、「
公
正
な
商
取
引
慣
行

や
競
争
秩
序
に
反
す
る
方
法
で
、
自
身
の
営
業
の
た
め
に
無
断
で
使
用
」
を
「
要
件
②
」
に
、「
経
済
的
利
益
の
侵
害
」
を
「
要
件

③
」
と
し
た
場
合
、
一
般
条
項
の
要
件
と
比
較
し
て
異
な
る
の
は
要
件
①
で
あ
り
、
そ
の
他
の
要
件
は
一
般
条
項
の
要
件
と
同
様
で
あ

る
。

 

（
一
）
要
件
①
：「
識
別
表
示
」

　

本
件
決
定
は
、
一
般
条
項
の
保
護
対
象
で
あ
る
「
成
果
等
」
に
つ
い
て
、「
有
体
物
だ
け
で
な
く
、
無
体
物
」、「
既
存
の
知
的
財
産

（
58
）

（
59
）
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韓国におけるパブリシティ権の保護（二・完）　

権
法
に
基
づ
く
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
新
し
い
類
型
の
結
果
物
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
制
限
を
設
け
て
い
な
い
。
学
説
で

は
、
一
般
条
項
が
経
済
的
価
値
の
あ
る
無
体
財
産
も
保
護
す
る
た
め
に
立
法
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
成
果
等
」
の
具
体
例
と

し
て
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
挙
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
が
な
い
。
本
件
決
定
は
、「
成
果
等
」
と
し
て
、（
名
誉
・
信
用
・
顧
客
吸
引

力
を
有
す
る
）「
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
名
」
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
改
正
規
定
は
、
本
件
決
定
を
受
け
て
、
経
済
的
価
値

の
あ
る
周
知
な
識
別
表
示
を
そ
の
保
護
対
象
と
し
て
明
確
に
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
本
件
決
定
は
、「
成
果

等
」
の
判
断
に
お
い
て
は
、「
結
果
物
が
有
す
る
名
声
や
経
済
的
価
値
、
結
果
物
に
化
体
さ
れ
た
顧
客
吸
引
力
、
当
該
事
業
分
野
で
結

果
物
が
占
め
る
割
合
及
び
競
争
力
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
判
示
が
、
改
正
規
定
の
識

別
表
示
の
判
断
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
議
論
や
検
討
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
国
内
に
広
く
」
と
い
う
周
知
性
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
全
国
周
知
ま
で
要
求
す
る
と
、
芸
能
人
等
に
限
定
さ
れ
て
保
護
対

象
が
狭
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
識
別
表
示
の
顧
客
吸
引
力
が
認
め
ら
れ
る
程
度
の
範
囲
で
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
全
国

周
知
ま
で
は
必
要
で
は
な
い
と
解
す
る
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
第
二
章
の

下
級
審
裁
判
例
で
争
点
に
な
っ
た
識
別
表
示
の
場
合
は
、
そ
の
主
体
が
文
化
人
や
芸
能
人
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
で
あ
り
、
改
正
規
定
の
周

知
性
の
要
件
を
容
易
に
満
た
す
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
識
別
表
示
は
改
正
規
定
の
保
護
対
象
に
も
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、

一
般
人
の
識
別
表
示
は
、
周
知
性
の
程
度
を
満
た
せ
な
い
可
能
性
が
高
い
た
め
、
改
正
規
定
の
保
護
対
象
か
ら
除
か
れ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
全
て
の
肖
像
等
が
識
別
表
示
と
し
て
保
護
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
、「
経
済
的
価
値
」
を
有
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
こ
の
点
、
一
般
条
項
が
「
相
当
な
投
資
や
努
力
で
作
ら
れ
た
」
こ
と
を
要
件
と
し
て
求
め
て
い
る
こ
と
と
異
な
る
。
つ
ま

り
、
肖
像
等
が
周
知
な
識
別
表
示
で
あ
っ
て
も
、「
経
済
的
価
値
」
の
立
証
に
失
敗
す
れ
ば
、
要
件
①
を
満
た
さ
ず
、
改
正
規
定
の
保

護
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
「
経
済
的
価
値
」
を
肖
像
等
の
「
顧
客
吸
引
力
」
と
解
せ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

（
60
）

（
61
）
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論　　　説

改
正
規
定
の
運
用
で
は
、
一
般
条
項
の
場
合
と
は
異
な
り
、
理
屈
の
上
で
は
、
顧
客
吸
引
力
の
形
成
に
「
相
当
な
投
資
と
努
力
」
が
な

く
て
も
、「
経
済
的
価
値
」
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
ま
り
想
定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
件
決
定

は
、
一
般
条
項
の
「
相
当
な
投
資
と
努
力
」
の
判
断
に
つ
い
て
、
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
メ
ン
バ
ー
の
選
出
・
稽
古
、
音
楽
配
信
・
公

演
・
放
送
等
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
・
流
通
等
の
た
め
に
か
け
た
債
権
者
の
投
資
と
努
力
を
考
慮
し
て
お
り
、
改
正
規
定
の
運
用
の
場
面
で

も
、
こ
れ
ら
の
投
資
と
努
力
が
な
く
、
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
の
識
別
表
示
に
経
済
的
価
値
が
生
ま
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

 

（
二
）
要
件
②
：「
公
正
な
商
取
引
慣
行
や
競
争
秩
序
に
反
す
る
方
法
で
、
自
身
の
営
業
の
た
め
に
無
断
で
使
用
」

　

行
為
規
制
法
で
あ
る
不
競
法
は
、
民
法
の
不
法
行
為
法
の
特
別
法
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
不
正
競
争
行
為
の
成
否
の
判
断
で
は
、

法
益
侵
害
の
要
因
と
な
る
行
為
の
違
法
性
の
判
断
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
一
般
条
項
の
要
件
②
の
解
釈
を
借
り
る
な
ら
ば
、
要
件
②

の
違
法
性
を
容
易
に
認
め
て
し
ま
う
と
、
他
の
知
的
財
産
保
護
規
定
の
存
在
が
形
骸
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
そ
の
違
法
性
の
程

度
は
、
少
な
く
と
も
他
の
知
的
財
産
保
護
規
定
で
の
違
法
性
よ
り
は
、
高
く
設
定
す
る
等
抑
制
的
解
釈
論
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
賛
成
で
あ
る
。
改
正
規
定
の
要
件
②
の
場
面
で
は
、
違
法
性
の
判
断
が
経
済
的
価
値
の
あ
る
識
別
表
示
の
冒
用
行
為
に
限
定

さ
れ
る
が
、
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
、
他
の
知
的
財
産
保
護
規
定
に
よ
る
規
制
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
、
一
般
条
項
の
運
用

と
同
じ
く
解
し
た
ほ
う
が
、
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

要
件
②
の
判
断
基
準
や
具
体
的
な
考
慮
要
素
に
つ
い
て
、
本
件
決
定
は
、「
①
権
利
者
と
侵
害
者
が
競
争
関
係
に
あ
る
か
近
い
将
来

に
競
争
関
係
に
置
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
、
②
権
利
者
が
主
張
す
る
成
果
等
が
含
ま
れ
る
産
業
分
野
の
商
取
引
慣
行
や
競
争
秩
序
の

内
容
及
び
そ
の
内
容
が
公
正
で
あ
る
か
、
③
上
記
成
果
等
が
侵
害
者
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
、
市
場
で
代
替
さ
れ
う
る
か
、
④

需
要
者
や
取
引
者
に
成
果
等
が
ど
の
程
度
知
ら
れ
て
い
る
か
、
⑤
需
要
者
や
取
引
者
の
混
同
可
能
性
が
あ
る
か
等
を
総
合
的
に
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
右
判
示
の
「
成
果
等
」
を
改
正
規
定
の
周
知
な
「
識
別
表
示
」
と
読
み
替
え
て
も
、
解
釈
上
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差
し
支
え
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

一
般
条
項
の
要
件
②
の
判
断
で
は
、
①
～
③
の
要
素
が
必
須
要
件
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
本
件
決
定
は
、
要
件
②
の

判
断
に
お
い
て
、
①
～
③
の
要
素
に
加
え
て
、
④
の
要
素
も
考
慮
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
と
り
わ
け
、
④
の
要
素
に
関
連
し

て
、
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
名
に
「
蓄
積
さ
れ
た
名
声
・
信
用
・
顧
客
吸
引
力
が
相
当
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
」
と
い
う
顧
客
吸
引
力

等
の
程
度
の
高
さ
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
保
護
の
場
面
で
は
、
要
件
②
の
違
法
性
を
肯
定
す
る
方
向
へ
働
く

た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
一
般
条
項
の
場
面
で
は
、
そ
の
違
法
性
判
断
に
お
い
て
、
要
件
①
と

の
相
関
関
係
を
考
慮
す
る
と
い
う
考
え
方
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
判
断
手
法
は
、
改
正
規
定
の
場
面
で
は
、
よ
り
積
極
的

に
活
用
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
⑤
の
要
素
の
混
同
の
お
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
件
決
定
や
下
級
審
裁
判
例
で
そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
が
定
か
で
は
な
い
が
、
本
件
決
定
で
い
う
と
、
仮
に
債
務
者
が
、
債
権
者
と
組
織
的
、
経
済
的
に
何
ら

か
の
関
連
性
が
あ
る
よ
う
な
識
別
表
示
の
顧
客
吸
引
力
の
利
用
を
行
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
肖
像
等
冒
用
行
為
を
肯
定
す
る

方
向
で
働
く
要
素
に
な
ろ
う
。

　

本
件
決
定
で
は
、
債
務
者
は
、
Ａ
深
層
取
材
版
に
有
名
な
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
の
肖
像
等
と
い
う
識
別
表
示
を
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン

ト
業
界
の
商
取
引
慣
行
に
反
す
る
形
で
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
た
め
、
要
件
②
の
違
法
性
判
断
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
運
用
で
は
、
事
案
ご
と
に
異
な
る
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
か
ら
要
件
②
の
判
断
基
準
を
一
般
化
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
そ
の
外
延
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。

 

（
三
）
要
件
③
：「
経
済
的
利
益
の
侵
害
」

　

一
般
条
項
の
「
経
済
的
利
益
」
と
は
、「
成
果
等
」
と
関
連
し
た
営
業
上
の
利
益
で
あ
り
、
財
産
上
の
損
害
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
解
釈
は
、
改
正
規
定
の
運
用
場
面
で
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
一
般
条
項
の
裁
判
例
で
は
、
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経
済
的
利
益
が
特
定
さ
れ
な
い
場
合
が
多
く
、
要
件
①
と
要
件
②
に
該
当
す
れ
ば
、「
経
済
的
利
益
」
が
侵
害
さ
れ
た
と
推
断
す
る
傾

向
に
あ
る
。
本
件
決
定
も
経
済
的
利
益
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
の
知
名
度
か
ら
得
ら
れ
る

営
業
上
の
利
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
要
件
③
の
判
断
で
は
、
一
般
条
項
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
競
業
関
係
を
要
件
と
し
て
い

な
い
た
め
、
仮
に
下
級
審
裁
判
例
の
「
李
輝
昭
事
件
」
の
よ
う
に
、
識
別
表
示
の
主
体
が
文
化
人
で
あ
り
、
自
己
の
識
別
表
示
を
冒
用

さ
れ
て
経
済
的
利
益
を
害
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
も
、
改
正
規
定
の
適
用
を
認
め
た
う
え
、
損
害
賠
償
の
額
の
算
定
で
調
整

す
る
運
用
が
よ
い
と
考
え
る
。

第
三
節　

肖
像
等
冒
用
行
為
規
定
の
適
用
範
囲

一　

主
体
性
・
保
護
対
象

　

本
件
決
定
は
、
単
に
、「
Ａ
に
蓄
積
さ
れ
た
名
声
・
信
用
・
顧
客
吸
引
力
が
相
当
の
レ
ベ
ル
に
達
し
た
…
…
成
果
等
」
で
あ
る
と
判

断
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
改
正
規
定
か
ら
も
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
帰
属
主
体
に
つ
い
て
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
債
権
者
は

…
…
Ａ
の
活
動
に
多
大
な
投
資
と
努
力
を
か
け
て
い
る
」
と
い
う
文
面
か
ら
す
れ
ば
、
債
権
者
で
あ
る
芸
能
事
務
所
が
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ

権
の
帰
属
主
体
で
あ
る
と
も
読
め
る
が
、
こ
の
解
釈
は
、
実
質
的
に
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
譲
渡
性
を
認
め
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
望

ま
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
Ａ
が
他
の
芸
能
事
務
所
に
移
転
し
た
場
合
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
は
顧
客
吸
引
力
の
形
成
に
寄

与
し
た
元
の
芸
能
事
務
所
に
残
り
、
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
は
、
Ａ
と
い
う
グ
ル
ー
プ
名
で
音
楽
活
動
が
で
き
ず
、
現
在
の
芸
能
事
務
所

も
一
般
条
項
に
よ
る
侵
害
主
張
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
は
改
正
規
定
で
も
同
様
に
当
て
は
ま
り
、
改
正
規
定
に
は

一
般
条
項
の
「
相
当
な
投
資
や
努
力
」
と
い
う
要
件
は
な
い
が
、
主
体
性
判
断
の
一
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
主
体

性
に
つ
い
て
、
一
審
と
一
審
の
判
断
を
是
認
し
た
原
審
は
、「
Ａ
の
名
称
、
そ
の
構
成
員
の
氏
名
、
写
真
等
に
化
体
さ
れ
た
信
用
や
名
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声
、
顧
客
吸
引
力
は
Ａ
構
成
員
に
帰
属
す
る
」
と
明
示
し
、
本
件
決
定
は
原
審
の
判
示
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
た
め
、
大
法
院

も
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
帰
属
主
体
が
Ａ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
と
解
し
て
も
差
し
支
え
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
本
件
決

定
か
ら
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
本
件
決
定
は
、
不
要
な
議
論
を
減
ら
す
た
め
に
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
帰
属
主
体
が
Ａ
の
各
メ
ン

バ
ー
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
本
件
決
定
の
債
権
者
は
、
Ａ
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
帰
属

主
体
で
は
な
く
、
本
件
専
属
契
約
（
独
占
的
利
用
許
諾
契
約
）
に
基
づ
く
代
位
請
求
権
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二　

譲
渡
性
・
相
続
性
・
保
護
期
間

　

本
件
決
定
で
、
債
権
者
は
独
占
的
利
用
許
諾
契
約
に
よ
る
請
求
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
依
然
と
し
て
、
本
件
決
定
か

ら
も
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
譲
渡
性
・
相
続
性
・
保
護
期
間
に
関
す
る
考
え
方
は
読
み
取
れ
な
い
。
ま
た
、
財
産
権
説
や
人
格
権
説
の

い
ず
れ
の
学
説
で
も
、
譲
渡
性
の
認
否
と
相
続
性
の
認
否
は
連
動
し
な
い
等
様
々
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
論
点

に
関
す
る
通
説
的
な
見
解
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
私
見
と
し
て
は
、
第
二
章
第
二
節
の
分
析
で
述
べ
た
よ
う
に
、
譲
渡
性
を

否
定
し
、
相
続
性
を
肯
定
す
る
立
場
を
取
り
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
本
人
の
死
後
に
お
い
て
も
、
肖
像
等
の
顧
客
吸
引
力
が
存
続
し
、

そ
れ
を
利
用
す
る
取
引
環
境
が
形
成
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
死
後
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
利
用
を
保
障
す
る
手
当
が
必
要
で

あ
り
、
ま
た
、
改
正
規
定
は
、
本
人
の
識
別
表
示
性
を
前
提
に
し
て
い
る
た
め
、
譲
渡
性
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
譲
渡
を
繰
り
返
す
こ

と
で
識
別
表
示
性
が
本
人
か
ら
離
れ
て
、
識
別
表
示
の
経
済
的
価
値
が
薄
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
識
別
表
示
の
経
済
的
価

値
を
考
慮
す
る
当
事
者
に
と
っ
て
も
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
譲
渡
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
改
正
規
定
の
運
用
の
場
面
で
も
、
識
別
表
示
の
遺
族
へ
の
相
続
（
や
本
人
死
後
の
管
理
団
体
へ
の
遺
贈
）
を

認
め
た
う
え
、
そ
れ
ら
の
者
に
よ
る
商
品
化
事
業
の
展
開
や
権
利
処
理
、
及
び
、
そ
れ
ら
の
者
と
の
利
用
許
諾
契
約
の
締
結
に
よ
る
パ

ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
利
用
を
図
る
ほ
う
が
、
肖
像
等
の
顧
客
吸
引
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
本
人
死
後
の
権
利
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主
体
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
る
。

　

な
お
、
保
護
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
様
々
な
見
解
が
あ
る
が
、
改
正
規
定
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
識

別
表
示
の
経
済
的
価
値
（
顧
客
吸
引
力
）
を
有
し
て
い
る
限
り
、
死
後
に
お
い
て
も
法
的
保
護
を
与
え
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
法

的
根
拠
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
状
で
は
、
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

三　

適
用
除
外
事
由

　

本
件
決
定
は
、
債
務
者
が
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
Ａ
の
肖
像
等
を
Ａ
深
層
取
材
版
に
利
用
し
て
い
る
行
為
が
不
正
競
争
行
為
に
該
当
す

る
と
判
断
し
て
お
り
、
侵
害
類
型
と
し
て
は
、
下
級
審
裁
判
例
の
分
析
に
お
け
る
「
商
品
化
で
の
利
用
」
に
該
当
す
る
。
一
方
、
ど
の

よ
う
な
場
合
に
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
が
制
限
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
下
級
審
裁
判
例
で

は
、
表
現
の
自
由
と
の
調
整
が
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
不
競
法
の
改
正
に
関
連
す
る
韓
国
特
許
庁
の
研
究
報
告
書
に
お
い
て
も
、
不
競

法
で
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
保
護
す
る
場
合
、
表
現
の
自
由
を
保
護
す
る
た
め
の
制
限
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
が
、
改

正
規
定
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
改
正
規
定
の
運
用
次
第
で
は
、
表
現
の
自
由
を
萎
縮
さ
せ
る
効
果
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
、
原
審
は
、
本
件
雑
誌
で
の
肖
像
等
の
利
用
に
つ
い
て
、「
報
道
範
囲
な
い
し
言
論
・
出
版
及
び
表
現
の
自
由
」
と
の
調
整

を
行
っ
た
う
え
、
債
権
者
の
請
求
を
棄
却
す
る
一
方
、
本
件
特
別
付
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
八
〇
％
が
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
の
肖
像
等

で
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
認
定
を
し
て
お
り
、
商
業
的
利
用
に
よ
る
利
益
が
表
現
の
自
由
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
の
は
明
ら
か

で
あ
る
。
た
だ
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
本
人
の
肖
像
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
的
な
理
由
の
有
無
等
の
詳
細
な
検
討
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
大
法
院
の
判
断
で
は
、「
成
果
等
を
無
断
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
経
済
的
利
益
が
何
人
も
自
由

に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
公
共
の
領
域
（public dom

ain
）
に
属
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
部
分
を
反
対
解
釈
す
る
と
、
公
共
の
領
域
に
属
す
る
経
済
的
利
益
は
、
改
正
規
定
で
も
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
に

（
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な
る
と
解
せ
ら
れ
る
た
め
、『
李
輝
昭
事
件
』
や
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
野
球
選
手
の
肖
像
等
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
の
よ
う
に
、
表
現
の

自
由
の
範
囲
内
で
の
識
別
表
示
の
無
断
利
用
行
為
は
、
公
共
の
領
域
に
属
す
る
経
済
的
利
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
改
正
規
定

の
保
護
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
五
章　

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
保
護
に
関
す
る
韓
国
の
下
級
審
裁
判
例
を
分
析
し
た
あ
と
、『
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
事
件
』
大
法
院

決
定
を
素
材
と
し
て
、
近
年
不
競
法
の
個
別
不
正
競
争
行
為
の
一
類
型
と
し
て
追
加
さ
れ
た
肖
像
等
冒
用
行
為
規
定
の
適
用
要
件
や
適

用
範
囲
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。

　

韓
国
で
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
保
護
に
関
す
る
大
法
院
判
決
や
明
文
の
根
拠
規
定
が
な
い
状
況
に
お
い
て
、
流
動
的
な
下
級
審
裁

判
例
の
流
れ
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
対
し
て
は
、
法
と
社
会
問
題
と
の
乖
離
の
解
決
策
と
し
て
立
法
に
よ
る
法
制
化
へ
の

要
請
が
強
く
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、
今
回
の
不
競
法
改
正
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
保
護
に
関
す
る
一
つ
の
根
拠
規
定
を

創
設
し
て
差
止
請
求
権
の
行
使
を
可
能
に
し
て
お
り
、
行
為
規
制
に
よ
る
積
極
的
な
保
護
を
与
え
る
点
で
実
務
的
な
意
義
は
大
き
い
。

ま
た
、
広
い
意
味
の
財
産
権
と
し
て
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
承
認
を
明
文
化
す
る
こ
と
は
、
肖
像
等
を
価
値
あ
ら
し
め
る
べ
く
努
力
せ

し
め
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
働
く
と
い
う
点
で
、
肖
像
等
の
無
分
別
な
盗
用
を
相
当
部
分
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
安
定
的
な
取

引
に
よ
り
芸
能
、
ス
ポ
ー
ツ
産
業
及
び
広
告
産
業
の
活
性
化
を
も
た
ら
す
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

　

他
方
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
も
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
法
的
性
質
、
譲
渡
性
・
相
続
性
、
適
用
除
外
事
由
と
の
関
係
等
従
来
の
問

題
は
、
依
然
と
し
て
、
学
界
や
裁
判
実
務
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
は
、
行
為
規
範
と
し
て
の
予
測
可
能
性

に
欠
け
る
と
の
批
判
が
考
え
ら
れ
る
が
、
改
正
規
定
は
、
立
法
趣
旨
か
ら
、
一
般
条
項
の
特
別
条
項
と
し
て
分
化
さ
れ
た
条
項
で
あ
る
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こ
と
に
鑑
み
る
と
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
何
よ
り
も
、
肖
像
等
冒
用
行
為
規
定
の
立
法
趣
旨
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
裁
判
例
の
蓄
積
を
通
じ
て
、
裁
判
所
が
法
適
用
の
明
確
性
や
統
一
性
を
確
保
し
法
的
安
定
性
や
予
測
可
能
性
を
形
成
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

今
後
、
韓
国
は
、
改
正
規
定
に
基
づ
い
て
積
極
的
な
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
保
護
を
図
る
こ
と
に
な
る
一
方
、
日
本
は
『
ピ
ン
ク
レ
デ

ィ
ー
事
件
』
最
高
裁
判
決
の
規
範
の
解
釈
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
根
拠
規
定
の
欠
如
と
い
う
現
状
は
、
依
然
と
し
て
パ
ブ
リ
シ

テ
ィ
権
の
地
位
に
不
安
定
な
要
素
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
日
本
で
も
、
か
つ
て
不
競
法
の
枠
組
み
で
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
保
護
を
図
ろ

う
と
す
る
動
き
は
あ
っ
た
が
、
現
在
に
至
っ
て
は
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
一
般
条
項
の
欠
如
と
『
北
朝
鮮
映

画
事
件
』
最
高
裁
判
決
の
壁
の
高
さ
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
再
考
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
国
の
制
度
運
用
は
、
少
な
か
ら
ず
同

様
の
問
題
に
関
す
る
他
国
の
制
度
設
計
の
方
向
性
の
手
掛
か
り
を
与
え
る
と
こ
ろ
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
保
護
に
関
す
る
日
本
法
の
行

方
が
、
将
来
財
産
権
説
へ
の
移
行
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
韓
国
法
の
改
正
動
向
は
、
日
本
の
立
法
政

策
の
方
向
性
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
か
ら
も
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
に
関
す
る
韓
国
法
の
動
向
を
注
視
し
、
そ
の
分
析
を
改
善
し
て
い
き
た
い
。

孫
千
雨
「
不
正
競
争
防
止
法
第
二
条
第
一
号
（
一
三
）
が
規
定
す
る
成
果
物
利
用
不
正
競
争
行
為
に
関
す
る
研
究
」
司
法
五
五
号
（
二
〇

二
一
年
）
一
〇
三
二
頁
。

丁
相
朝
編
・
前
掲
注
（
27
）
二
九
五
頁
［
朴
成
浩
］。

朴
俊
錫
「
人
格
権
と
区
別
さ
れ
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
認
め
る
べ
き
か
に
関
す
る
考
察
─
─
最
近
の
批
判
論
に
対
す
る
論
理
的
再
反
論
を

中
心
に
─
─
」
ソ
ウ
ル
大
学
法
学
五
六
巻
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
九
七
頁
以
下
は
、
一
般
条
項
に
よ
り
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
が
「
対
世
的
効
力

を
有
す
る
地
位
」
か
ら
、「
権
利
（
物
権
、
絶
対
権
）
に
近
い
も
の
」
と
し
て
保
護
さ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

申
智
恵
「
不
正
競
争
防
止
法
に
よ
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
規
律
」
民
事
法
学
九
四
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
四
八
頁
。

（
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（阪大法学）72（2-64）　480 〔2022. 7 〕



韓国におけるパブリシティ権の保護（二・完）　

バ
ク
チ
ョ
ル
ホ
（
専
門
委
員
）「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
一
部
改
正
法
律
案
（
代
案
）
検
討
報
告
」
四
頁
。

拙
稿
・
前
掲
注
（
48
）
二
四
〇
頁
以
下
参
照
。

バ
ク
チ
ョ
ル
ホ
（
専
門
委
員
）・
前
掲
注
（
56
）
四
頁
。

拙
稿
・
前
掲
注
（
48
）
二
三
三
頁
以
下
参
照
。

丁
相
朝
編
・
前
掲
注
（
27
）
二
一
〇
頁
、
二
二
五
頁
［
文
善
英
］。

た
と
え
ば
、
韓
国
不
競
法
二
条
一
号
（
一
）・（
二
）（
商
品
営
業
主
体
混
同
行
為
、
日
本
の
不
競
法
二
条
一
項
一
号
（
周
知
な
商
品
等
表

示
主
体
の
混
同
行
為
））
の
周
知
性
の
解
釈
を
援
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

羅
鍾
甲
「
成
果
『
模
倣
』
ド
グ
マ
と
不
正
競
争
防
止
法
第
二
条
第
一
号
（
一
一
）
の
適
用
範
囲
」
産
業
財
産
権
六
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）

一
六
三
頁
。

羅
鍾
甲
・
前
掲
注
（
62
）
一
八
七
頁
、
朴
正
喜
「
不
正
競
争
防
止
法
第
二
条
第
一
号
旧
（
一
〇
）
の
適
用
範
囲
」
特
許
法
院
開
院
二
〇
周

年
記
念
論
文
集
（
特
許
法
院
、
二
〇
一
八
年
）
八
四
八
頁
。

拙
稿
・
前
掲
注
（
48
）
二
四
八
頁
。

拙
稿
・
前
掲
注
（
47
）
一
七
一
頁
。

丁
相
朝
編
・
前
掲
注
（
27
）
二
一
二
頁
［
文
善
英
］、
崔
正
烈
・
李
圭
鎬
『
不
正
競
争
防
止
法
』（
辰
元
社
、
二
〇
一
七
年
）
二
三
二
頁
。

拙
稿
・
前
掲
注
（
47
）
一
七
〇
頁
。

ジ
ョ
ン
ム
ン
ギ
「
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
産
業
で
業
務
上
の
信
用
の
保
護
」
法
学
論
叢
四
四
巻
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
八
二
頁
。

申
智
恵
・
前
掲
注
（
55
）
三
五
一
頁
、
ジ
ョ
ヒ
ョ
ン
チ
ャ
ン
「
所
属
芸
能
人
イ
メ
ー
ジ
の
無
断
活
用
行
為
に
対
す
る
芸
能
企
画
社
の
権
利

救
済
方
法
」
法
学
研
究
六
二
巻
一
号
（
二
〇
二
一
年
）
四
二
五
頁
。

權
英
俊
・
前
掲
注
（
21
）
一
一
四
頁
。

丁
相
朝
・
朴
俊
錫
・
前
掲
注
（
10
）
一
一
頁
以
下
参
照
。

田
村
善
之
『
ラ
イ
ブ
講
義　

知
的
財
産
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
五
五
九
頁
、
宮
脇
正
晴
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
・
不
正
競
争
防
止

法
へ
の
招
待
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
九
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
二
頁
、
肖
像
権
委
員
会
『
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』（
著
作

権
情
報
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
年
）
三
七
頁
等
が
あ
る
。

（
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）
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井
上
由
里
子
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
の
再
構
成
─
─
そ
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
の
混
同
防
止
規
定
─
─
」
筑
波
大
学
大
学
院
企
業
法
学

専
攻
十
周
年
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
『
現
代
企
業
法
研
究　

筑
波
大
学
大
学
院
企
業
法
学
専
攻
十
周
年
記
念
論
集
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
一

年
）
一
四
一
頁
。

最
判
平
成
二
三
年
一
二
月
八
日
民
集
六
五
巻
九
号
三
二
七
五
頁
。
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